
開催日時

○ 講 習 令和５年６月13日(火)・14日(水)の２日間

午前９時００分～午後５時３０分（両日とも）

（受付 午前８時３０分～午前８時５０分)

○ 修了考査 令和５年６月21日(水)

午前９時００分～午前１０時００分

（受付 午前８時３０分～午前８時５０分）

開催場所 （講習・考査とも）

秋田市山王４丁目１－５

秋田県警察本部 第２庁舎１階聴聞室

講習手数料・・・２０，０００円（申込時、秋田県証紙で納付願います。）

申込（問合せ）先

〒010-0951

秋田市山王四丁目１番５号

秋田県警察本部交通指導課指導取締係

018-863-1111 (内線 512５)

申込受付時間

土・日、祝日を除く ８時３０分～17時まで

受講申込方法

受講申込書(写真を貼付)・講習手数料を下記申込先まで直接持参してください。

その際、必ず運転免許証など写真つきの身分証明書も持参してください。

受講申込書・証紙納付書については、県内各警察署で配布しているほか県警ホーム

ページからもダウンロードできます。

※ 写真は、申込み前６ヶ月以内に撮影した無帽、正面，上三分身、無背景、縦3.0㎝×横2.4㎝で、裏面に氏名を記載したもの。

申込期間・・・令和５年５月１日（月）～令和５年６月２日（金）

注意事項

１．講習を受講して修了考査に合格した方には、修了証明書を交付します。

２．駐車監視員資格者証を取得するには、修了証明書を取得後に交付申請をして審査

を受ける必要があります。（交付申請手数料９，９００円）

３．実際に放置車両確認事務を行うためには、駐車監視員資格者証を取得した上で、

委託契約を受けた法人に所属することが必要です。

駐車監視員
資格者証

認定審査を希望される方へ

道路交通法第５１条の１３第１項第１号ロの規定による認定考査を実施します。

申請期間、考査日時、場所は上記講習と同じです。

認定申請手数料４，５００円

申請方法等は下記までお問い合わせください。


